
 

 

 

 

出生時体重２０００ｇ以下または生活力が特に薄弱な未熟児であるため医師

が入院養育を必要と認めた場合、必要な医療が給付されます。養育医療が必要

になった場合、早めに手続きをしてください。 

 

【対象】 

出生時体重２０００ｇ以下または生活力が特に弱い未熟児のため、一般状態等

に異常を示すもののうち、指定医療機関の医師が入院を必要と認めた場合。 

ただし、退院及び通院された場合は適用外です。 

 

【費用】 

医療にかかる費用（保険適用分を給付しますが、世帯全員の所得税の額に応じ

て自己負担があります。 

 

【必要書類等】 

必要なもの  

養育医療給付申請書 申請者が記入（個人番号を記載したもの） 

養育医療意見書 指定医療機関の担当医師に依頼 

受領委任承諾書 申請者が記入 

世帯調書 申請者が記入 

お子様の保険証のコピー  

お子様と申請者本人の番号

確認書類 

個人番号カード、通知カード、個人番号が記

載された住民票のいずれか１つ 

申請者の本人確認書類 裏面参照 

遅延理由書 
申請が治療開始日から１ヶ月以上遅れた場

合のみ必要 

＊１月１日に伊賀市に住所がなかったかたは、所得等の書類が必要になり 

ます。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【費用の徴収について】 

医療費の自己負担分については、市民税等で決定します。福祉医療費受給対象

のかたは、養育医療の自己負担金を福祉医療の助成より差し引かせていただき、

自己負担金をお支払いいただく手間を省く制度です。  

 

【申請場所】 

伊賀市役所 健康推進課 

 

【申請手続き後について】 

審査後、給付が決定すると「養育医療券」が、申請者あてに届きます。「養育医

療券」を指定医療機関に提出してください。 

 

 

 

                

本人確認のために提示していただくもの 

次の①の場合は１点、②の場合は２点が必要です。 

① 公的機関発行の顔写真付きの本人確認書類 

運転免許証、旅券（パスポート）、住民基本台帳カード（写真付き）、障害

者手帳（写真付き）、在留カードまたは特別永住者証明書（みなしを含む）、

官公庁職員身分証明書、住宅取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者

免許証、猟銃等所持許可証、船員手帳、海技免状、戦傷病者手帳など 

② 上記の書類がない場合は、Ａの中から２点、またはＡとＢから各１点 

Ａ：健康保険証、年金証書、年金手帳、住民基本台帳カード（写真なし）、

介護保険被保険者証、障害者手帳（写真なし）、各種医療受給者証、運転

仮免許証、生活保護受給者証など 

Ｂ：会社の社員証（写真付き）、各種会員証（写真付き）、学生証（写真付

き）、診察券、銀行通帳など 

【お問合せ先】 

伊賀市役所 健康推進課   

〒518-0873 

伊賀市上野丸之内５００番地 ハイトピア伊賀４階 

ＴＥＬ：０５９５－２２－９６５３ 


